
お礼の品を金額換算するのは難しいですが、多くの自治体は 
寄付金の30～50％をお礼の品として設定している場合が多いようです。 
そのため、100万円を超える寄付の場合は50万円を超えたと判断される可能性があります。 
参考までに一時所得で増える納税額と実質の節税額を記載しておきます。 

本文で少し取り上げた高額でのふるさと納税を実践される方への補足です。 
なぜ注意が必要かというと 

になるからです。 

補足（高額寄付実践者の注意点） 

寄付金額 
（特産品の金額） 

寄付金控除による 
節税額 

一時所得による 
負担の増額分 

節税額 

100万円 
（50万円） 

99.8万円 0円 998,000円 

120万円 
（60万円） 

119.8万円 22,500円 1,175,500円 

140万円 
（70万円） 

139.8万円 45,000円 1,353,000円 

160万円 
（80万円） 

159.8万円 67,500円 1,530,500円 

180万円 
（90万円） 

179.8万円 90,000円 1,708,000円 

200万円 
（100万円） 

199.8万円 112,500円 1,885,500円 



補足（一時所得・給与所得以外の収入がある方の注意点） 

前項の高額寄付実践者の理屈と同様に一時所得が50万円近くある方は 
寄付金額とお礼の品次第では課税対象となる可能性がありますので 
該当される方は事前に確認を行なってください。 

国税庁HPより引用： 
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金 
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。) 
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等 

また、今回の最大限効果のある寄付金額の計算では給与所得のみを想定して 
解説を行なっています。 
もし、株式譲渡による収益や土地売買による収益など給与所得以外にも 
所得の発生する方は別途計算方法を事前にご確認ください。 



補足（お礼の品を選ぶ際の注意点） 

お礼の品を選ぶ際に各ポータルサイトのお薦めをそのまま選ばないことをお薦めします。 
ポータルサイトでは自治体へ寄付金UPのお手伝いをしますということで 
いくらかの費用を受け取ってその自治体を特集として組むことが殆どです。 
※ポータルサイトが成り立つ仕組みを想像してみてください。 

 
つまり実際には特集・お薦め以外の町の方がお得な事はいっぱいあるということです。 
同様の理由で個人ブログなどに乗っているお薦めの全てを鵜呑みにしないように 
気をつけてください。 
本編でも扱ったようにふるさと納税にもアフィリエイトが存在しています。 
実際にメリットがあると思っていなくても紹介している場合があるということです。 
 
勿論、寄付したい町がたまたま同じという場合は問題ありません。 

本編でも少し触れましたが同じ年に同じ自治体へ2回目の寄付をしても 
特産品がもらえないケースもありますので、お礼の品が気に入ったからといって 
同じ自治体へ寄付をする場合は事前に確認を行ってください。 
年(1月～12月)区切りと年度（4月～3月)区切りの自治体がありますので 
その点も注意をしてください。 



補足（お礼の品の選び方のポイント） 

各自治体が用意しているお礼の品は実際に店頭などで販売されているケースが殆どです。 
つまり、事前にどのような品かをネットで調査する事が可能です。 
※ポータルサイトにも紹介文はありますが、素性までは分かりません。 
 

ガチ勉メンバーであれば健康の事が気になりますよね？ 
その場合有名な牛肉などを安易に選ぶと脂肪たっぷりの牛肉が送られてきます。 
お菓子なども人口甘味料をたっぷり使ったお菓子の場合もあります。 
これらを避ける為には、ポータルサイトで気になるお礼の品をピックアップしたら 
別途ネット検索をして素性や成分などを調べる事をお薦めします。 
 

その一方で、イメージアップの為に生産や飼育にこだわりを持っている農家の品を 
お礼の品として選定している事が多くあります。 
ふるさと納税の制度を上手く利用して普段生活している中では気がつかない 
こだわり食材を発見して今後の自分たちの食材選びの参考にする事も面白いと思います。 
 
さらに事前調査を行なう事で市場価格のイメージもつきますので 
還元率がどれくらいなのかということまで調べる事も可能です。 
お得感を最大限満喫したい方はその辺りにも注目しながら検討してもいいと思います。 
 
また、旬な時期のある食材は1年のうち限られた期間しか用意されていません。 
その為、一年を通して事前に計画を組んで実行することをお薦めします。 
旬な食材を選ぶ事で店頭で販売されている品であればファン獲得の為に 
食べごろを吟味して送ってくれることも予測されます。 



補足（自己アフィリエイト活用） 

自己アフィリエイトを活用する為にはまずはASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）へ 
登録する必要があります。 
今回はアクセストレードというASPを利用します。 
 

但し、ASP登録する為には宣伝を行なえる媒体を持っていることが前提となります。 
 

えっ、、、持って無いよ・・・という方も安心してください。 
ここでは簡単に登録用の個人媒体を持つ方法についても記載しておきます。 
 

それでは、下記のステップに沿って実施していきましょう。 

媒体準備 

登録申請 

活用！！ 



補足（ASP登録用媒体への登録） 

別にも活用する為にはWordpressなどを利用して自前のサイトを用意するのが理想ですが 
ASP利用の為だけのサイトを用意する前提で下記は解説します。 

まず、ブログ記事の投稿日を自由に変更できる無料ブログサービスに登録します。 
※ここでは、FC2ブログを例にして説明をしますが、上記条件を満たせばどこでもOKです。 

 
FC2ブログのサイトへ遷移（こちら）して、無料新規登録を行ってください。 

FC2IDの登録から始まりますが、難しくありませんのでこれ以降はサイト記載の流れに従って 
登録を完了させて下さい。 
私も当然実践していますが日本語ですので、特に難しい部分はありませんでした。 

http://blog.fc2.com/


補足（ブログ記事の作成） 

登録が完了したら早速、ブログ記事を作成してASPへの申請準備を行ないます。 

ブログ記事は１０～１５個程度は準備してください。 
記事の中身は５行～１０行もあれば充分です。 
※私は５行～１０行程度の16個の記事を用意してASPへ登録申請したところ、問題なく受理されました。 

さて、記事を用意してくださいと書きましたが媒体準備で唯一ハードルがあるとすれば 
このブログ記事を複数用意することだと理解しています。 

そこで、簡単に記事を用意するポイントをお教えします。 

それは、ズバリふるさと納税について記載する事です。 
えっ？とお思いかもしれませんが今から私たちはふるさと納税をする為に 
どのお礼の品をもらうのか検討をしますよね？ 
では、検討している中で気になったお礼の品があれば 
それをメモ代わりにブログへUPすればいいと思いませんか？ 
どうしてそのお礼の品が気になったのか、品の素性は？など検索した結果を書けば 
簡単に記事になりますよね。 
1つのお礼の品に対してブログ投稿日を変えていけば 
簡単に１５個程度の記事は出来上がりますよ。 



補足（ブログ記事投稿日の変更方法） 

もう１つブログ記事作成について補足しておきます。 
私が実践した中で最初少しつまづいたのは投稿日を変更する方法でした。 
私が実践したFC2ブログではデフォルトでは「簡易モード」がONになっています。 
この状態だと、投稿日の指定などは出来ませんので「簡易モード」をOFFにしてください。 

クリックしてOFF
にしてください 

簡易モードをOFFにすると 
詳細設定が現れます 

日付設定で「自分で設定」
を選択して日時を別日に 

設定してください 



補足（ASPへ登録申請する） 

それでは、記事が出来上がったら早速ASPへ登録申請をします。 
ふるさと納税に対応したASPは現時点では殆どありません。 
今回対応しているASPの中でもアクセストレードは1,000円からの振込みで 
振込み手数料も引かれずに使い勝手がよいです。 
そこで、今回はアクセストレードへ登録を行ないます。 
アクセストレードTOPの「アフィリエイトをはじめてみよう」から登録を行ないます。 

http://www.accesstrade.ne.jp/
http://www.accesstrade.ne.jp/
http://www.accesstrade.ne.jp/
http://www.accesstrade.ne.jp/


補足（ASPへ登録申請する） 

利用規約・プライバシーポリシーを読み同意す
るを選択してください 
それ以降は特に迷う項目はありません 
サイトの指示に従い入力して 
「サイト情報入力に進む」をクリックしてください 



補足（ASPへ登録申請する） 

・サイトタイトル/サイトURLは媒体準備で 
 登録した内容を記載してください 
・デバイスタイプはPCだけでも、PCとスマホに 
 チェックを入れてもどちらでも結構です 
・サイトカテゴリーは日記を 
 サイトタイプはWEB（ブログ）を選択してください 
・サイトPRとサイト詳細は記載しなくても大丈夫です 
・サイトの追加は行なわなくて大丈夫です 
上記が完了したら「登録申請する」をクリックしてください 



補足（ASPへ登録申請する） 

今までの入力内容を確認します 
確認して問題なければ「登録申請する」を 
間違いがあり修正したい場合は「修正する」を 
クリックしてください 



補足（ASPへ登録申請する） 

ページの下部にアンケートがあります 
余裕のある方は回答してあげてください 
回答しないでページを閉じてももんだいありません 



補足（ASPからの申請承認連絡） 

登録申請が完了するとこのようなメールが届きます 
メールが届かない場合は迷惑メールフォルダを確認してください 

それでも来ていない場合はメールアドレスの入力ミスが考えられますのでアク
セストレードへ連絡してください 

申請が受理されるとこのようなメールが届きます 
これで無事登録完了です 
※2日あれば承認完了通知が届きます 
  それよりも遅い場合は記事を追加してください 



補足（ASPへログインする） 

申請が無事に承認されたら早速ログインしてアフィリ対象を確認しましょう。 
アクセストレードTOPのパートナーログインからログインを行ないます。 

http://www.accesstrade.ne.jp/
http://www.accesstrade.ne.jp/


補足（アフィリエイトを活用する） 

ログイン後のホームページにて「プログラム情報」タブをクリックします 

ログインしたらふるさと納税の案件を検索します。 

「キーワード」に「ふるさと納税」と入力して「検索」をクリックします 



補足（アフィリエイトを活用する） 

「提携申請」から提携の依頼をして 
あとは承認を待つだけです 

同じ画面の下部に検索結果が出てきますのでスクロールしてください。 

クリックするとこの案件の詳細を見る事ができます 
※本編で触れましたが、アフィリエイトを活用する場合は「ふるなび」を 
  活用する事になります 

このやり方でふるさと納税以外の案件も「本人利用OK」の案件で提携承認がおりれば 
自己アフィリ可能です。 
また、自己アフィリ専用のアフィバックモールという仕組みを使えば提携申請なしでも 
還元を受ける事ができます。ふるさと納税意外にも上手く活用してください。 

ログイン後のホームページの中央付近までスクロールして、クリック 



考察（法人で実行するとどうなるのか？？） 

このふるさと納税は「法人」でも可能です。 
自治体により対応はバラバラということですが、法人がふるさと納税を行なった場合でも 
お礼の品を頂ける自治体もあるそうです。 
 
正確には法人版のふるさと納税という制度は現時点ではなく 
「特定寄付金」という扱いになるようです。 
つまり全額損金として扱う事ができ、寄付できる金額の上限はないようです。 
※菅官房長官が2015年6月28日の秋田市での講演では「企業版のふるさと納税があってもいいのではないか」 
  と述べ、今年末に決める2016年度税制改正大綱に盛りこまれる予定とのことです。 

 
注意点としては、お礼の品を受け取ると（受け取らないと意味が無いのですが・・・） 
当然個人の一時所得と同じ考えでそのお礼の品は「収益」扱いになります。 
全額損金扱いにしても収益は発生してしまうことになり、効果としては 
個人ほどの節税効果は期待できないようです。 

ただし、妥当と認められる金額については法人により異なると思いますが 
寄付金のお礼としていただいたお礼の品を社員への福利厚生として 
配布すれば・・・という使い道はありそうです。 



おしまい 

おしまい 


